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F-128 カルベジロール（不整脈）の算定について 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 単なる不整脈の傷病名に対するカルベジロール（アーチスト錠等）の算

定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 不整脈は、心臓の伝導系から固有心筋への興奮伝導の異常や興奮発生の

異常によって発生する病態の総称である。一方、アーチスト錠 2.5mg、

10mg 及び 20mg の添付文書に記載された不整脈に関する効能・効果は、

「頻脈性心房細動」に限られており、単なる不整脈の傷病名での算定は適

切ではない。 

 以上のことから、単なる不整脈の傷病名に対する当該医薬品の算定は、

原則として認められないと判断した。 

 


